
地域住宅計画

我孫子
あ び こ

市
し

地域
ち い き

(五
ご

期)

我孫子
あ び こ

市
し

令和８年３月



地域住宅計画

令和 8 年度 ～ 12 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２．課題

 我孫子市は千葉県の北西部に位置し、人口約１３万２千人、世帯数約６万５千世帯が暮らす地域であり、手賀沼と利根川の豊かな水
と緑豊かな環境の中で発展してきたまちである。
　令和５年の「住宅・土地統計調査報告」によると、住宅の所有関係の構成は、持ち家３９，８４０戸、公営の借家３００戸、都市再
生機構（ＵＲ）・公社の借家１，９５０戸、民間借家１１，０２０戸、給与住宅（社宅・官舎）３７０戸となっている。
　本市の市営住宅等は、小規模改良住宅１団地１１戸を含め８団地３０６戸を管理しており、建築後３０年以上経過した団地が多く、
既存の市営住宅の改善を図り、安全で快適な住まいを長きにわたって確保する必要があった。そのため、令和５年３月に更新した我孫
子市公営住宅長寿命化計画に基づき、長期的・計画的な維持補修を行っていく必要がある。
　民間住宅の施策としては、市内への定住化を進めるため、住宅リフォーム補助などにより、住宅の維持管理や取得を支援していくと
ともに、我孫子市マンション管理適正化推進計画に基づき、管理組合によるマンションの適正な維持管理を推進するため、専門家派遣
や相談業務を実施していく。

〇我孫子市公営住宅長寿命化計画に基づき、市営住宅の長寿命化に資するため、長期的・計画的な維持補修を行っていく必要がある。

○市内への定住化を促進するため、住宅リフォーム補助などにより住宅の維持管理や取得を支援していく必要がある。

○我孫子市マンション管理適正化推進計画に基づき、管理組合によるマンションの適正な維持管理を推進するため、専門家派遣や
　相談業務を実施していく必要がある。

我孫子市

　我孫子市地域（五期）

 計画期間

 計画の名称

 都道府県名 千葉県  作成主体名



単　位 基準年度 目標年度

我孫子市公営住宅等長寿命化計画に基づ
き実施する市営住宅の改修工事（部分的な
改修を含む）の進捗率

％
市営住宅の長寿命化を目的とした維持管
理的修繕を実施した団地の割合

12.5% R7 75.0% R12

定住した世帯員数 人
令和３年度以降の我孫子市リフォーム補助
金交付事業によって定住した世帯員数
（計画期間の積算値）

2,900 R7 5,300 R12

問題解決率 ％

我孫子市マンション管理個別相談業務を利
用した管理組合の問題解決率
（問題が解決した／または解決に繋がった
と回答した件数／利用件数）
（計画期間の積算値）

100% R7 100% R12

 ３．計画の目標

〇我孫子市公営住宅等長寿命化計画に基づき、点検、修繕、改修を計画的に行うことにより、安全で快適な住宅を提供する。
○住宅の維持管理や取得を支援し、市内への定住促進を図る。
〇マンション管理組合の運営及び管理を支援し、問題解決に寄与する。

 ４．目標を定量化する指標等

指　　標 定　　義 従前値 目標値

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

(1) 基幹事業の概要

(2)提案事業の概要

(3)その他（関連事業など）

・「公営住宅等ストック総合改善事業」：市営住宅の長寿命化計画に基づき、定期的な点検・修繕・改修を行うことで、効率的な維持
管理が行え、長期に渡り使用できる市営住宅の整備を図る。

・「我孫子市住宅リフォーム補助交付事業」:市内への定住促進を図るため実施する。
・「我孫子市マンション管理個別相談業務」:アドバイザー派遣や個別相談会の実施を通して、マンション管理組合の運営及び管理を支
援し、問題解決に寄与するために実施する。



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業

交付期間内

事業費

2棟　40戸 133.039

2棟　24戸 107.789

1棟　16戸 73.568

4棟　54戸 234.974

5棟　90戸 205.996

1棟　35戸 7.194

762.560

提案事業

交付期間内

事業費
我孫子市住宅リフォーム補助交付事業 リフォーム補助 我孫子市全域 71.280

我孫子市全域 0.693

71.973

（参考）関連事業 　　※交付期間内事業費は概算事業費

公営住宅等ストック総合改善事業（栄団地：給排水管等改修） 我孫子市

事業 事業主体 規模等
細項目

我孫子市公営住宅等ストック総合改善事業（日秀団地：給排水管等改修）

長寿命化型

長寿命化型

我孫子市

公営住宅等ストック総合改善事業（東我孫子Ａ団地：給排水管等改修）

公営住宅等ストック総合改善事業（根古屋団地：給排水管等改修）

公営住宅等ストック総合改善事業（小暮団地：給排水管等改修） 我孫子市

我孫子市

我孫子市

合計

公営住宅等ストック総合改善事業（北原団地：給排水管等改修）

事業 事業主体 規模等
細項目

我孫子市

規模等

長寿命化型

長寿命化型

長寿命化型

長寿命化型

事業（例） 事業主体

我孫子市マンション管理個別相談業務 マンション管理士派遣・個別相談会 我孫子市



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例
の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）


